
民生委員・児童委員活動保険における
新型コロナウイルス感染症（ COVID-19）の取り扱いについて

令和2年3月18日

民生委員活動に起因して新型コロナウイルス感染症を発症した場合、活動
保険の補償対象となるか。

⚫ 結論として補償対象となりません。

⚫ 活動保険は活動中の偶然なケガに対する補償であり、疾病を補償する
ものではありません。

⚫ しかし、ケガとみなして補償の対象に含める症状もあります。
①委員活動中の熱中症による障害
②委員活動中に摂取した飲食物による食中毒
③委員活動に起因して感染症を発症したとき

⚫ ③における感染症は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律」に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症を対象と
しています。

⚫ 新型コロナウイルス感染症は、上記の一～三類の感染症のなかに属し
ていないため、法改正が行われていない現状では、補償対象ではない
とのことです。

⚫ 以上は事務局用資料「民生委員・児童委員活動保険事務の手引」にお
いても案内しています。
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